様式第１０号（第１１条関係）
　　　令和　　年　　月　　日

上山市長　山　本　幸　靖　様
　　　　〒　　　　－
申請者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリガナ
氏　　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

令和８年度上山市住宅リフォーム等支援事業費補助金交付申請書

　上山市補助金等の交付並びに適正化に関する規則第５条の規定により、関係書類を添えて下記の通り申請します。申請にあたり補助に関する資格、条件及び手続について了承します。この申請書に記載した事項は、事実に相違ありません。
記
１　補助金交付申請額　　　　　　　　　円（対象工事費　　　　　　　　　円：税込）
２　概要
	住宅の所有者
	□ 申請者　　□ 申請者の同居親族（委任状・住民票謄本（続柄有）添付）

	施工場所
	□ 申請者住所
□ 上記以外（リフォーム後 施工場所へ引っ越し）
⇒ 上山市

	工事内容
	
	別表 　　　－　　
※代表的なもの１つ

	建物の用途
	□ 専用住宅　
□ 併用住宅（店舗等）
	建物の構造
	□ 木造　　□ 鉄骨造
□ ＲＣ造　□ その他

	施工業者
	住　所　　　　　　　　　　　　　電話番号　　（　　　）
業者名　　　　　　　　　　　　　

	工事期間
	開始予定日
	令和　　年　　月　　日

	
	完了予定日
	令和　　年　　月　　日


添付書類（必須）
（１）　対象工事一覧表兼点数算出表（様式第１号）
（２）　リフォーム等工事に係る見積書（請負代金額と一致する最終見積書：施工者押印のこと）
（３）　施工場所の案内図（住宅地図など）
（４）　リフォーム等工事の図面の写し（施工箇所、面積などがわかるもの）
（５）　着工前のカラー写真（施工部分すべて）
（６）　令和７年度納税証明書（課税のない場合は 課税証明書 + 同意書）
（７）　補助金の振込口座がわかる書類（通帳、キャッシュカードの写しなど、名前の読み方がわかるもの）
（８）　その他市長が必要と認める書類（世帯要件別必要添付書類など）
	【記入不要】職員事務処理欄　　（ 10％ ・ 20％ ・ 30％ ）
□ 対象工事費按分あり　　　　□ 加算要件あり（□ 全体改修 20万円　　□ 部分改修 10万円）
補助金交付申請額　　　　　　　　　円（対象工事費　　　　　　　　　　　円）


様式第３号（第６条第１項関係）

補 助 金 額 計 算 書

	総工事費　①
	円

	家電等の購入費または車庫等の工事費　②
	円

	対象工事費　①－②
	円



	
	世帯要件
	対象工事内容
	補助率（上限）
	補助金額
	合計点

	□要件工事
	□一般
	□別表１～４
	２０％（１５万円）
	円
	点

	
	世帯要件
	□移住世帯
	
	３０％（３０万円）
	円
	点

	
	
	□新婚世帯
	
	
	
	

	
	
	□子育て世帯
	
	
	
	

	
	□加算措置
	□別表１のうち
　１－１(全体改修)
	加算 ２０万円
	円
	

	
	
	□別表１のうち
　１－３(部分改修)
	加算 １０万円
	円
	

	
	
	
	補助金額合計：
	円
	

	
	※工事費別必要基準点　　３０万円以上５０万円未満　：　５点以上　　
５０万円以上の場合　：１０点以上　　
■世帯要件別必要添付書類
１　移住世帯　住民票謄本（続柄が記載してあるもの、工事後同居する家族全員分）
２　新婚世帯　戸籍謄本（事実婚の場合は住民票謄本）
３　子育て世帯（平成２０年４月２日以降に出生した世帯員がいる世帯）
　　　　　　　住民票謄本（続柄が記載してあるもの、工事後同居する家族全員分）

	□その他対象工事
	無し
	□別表５
	１０％（１０万円）
	円
	

	
	
	□別表１～４
※本社が県外の
施工業者
	１０％（１０万円）
	円
	


【本補助金以外に利用している補助制度について】
※別表５の工事を申請される方は、補助金の併用は不可です。

□利用していない
□利用している　（補助制度の名称：　　　　　　　　　　　　　　　　）








対象工事一覧表兼点数算出表

	別表１　やまぽっかリノベ


	番号
	工事内容
	基準点
(a)
	数量
(b)
	点数
(a×b)

	1-1
	全体改修工事（やまがた省エネ健康住宅の認証を受けて改修するもの）


	10点
	工事
	点

	1-2
	窓改修工事（外部に面する住宅の開口部に下の基準を満たす建具を設置するもの）
	工事内容
	熱貫流率(W/㎡・K)

	外窓交換
	1.5以下

	内窓設置
	


· 申請時、断熱リフォーム工事チェックリストを添付
完了報告時、出荷証明書等性能を証明する書類を添付
	5点
	箇所
	点

	1-3
	部分改修工事（住宅の既存部分の外気と接する外壁、天井、床等に下の基準を満たす断熱材を使用するもの）
	工事内容
	熱抵抗値(㎡・K/W)

	[bookmark: _Hlk213768377]屋根
	6.6以上

	天井
	5.7以上

	外壁
	3.3以上

	床
	3.3以上

	土間床等の外周部分の基礎壁
	3.5以上


· 申請時、断熱リフォーム工事チェックリストを添付
完了報告時、出荷証明書等性能を証明する書類を添付
	2点
	㎡
	点



	小　計
	点





断熱リフォーム工事チェックリスト（窓・ドア）
（別表１）１－２に該当する窓等の断熱改修工事
	該当
	工事の
種別
	窓等の数
	仕様
（建具とガラス又は枠と戸の種類）
又は製品名
	熱貫流率Ｕ※
（W/㎡･K）
	基準値
	職員確認欄

	□
	外窓
交換
	
	
	
	1.5
以下
	□

	
	
	
	
	
	
	□

	□
	内窓
設置
	
	
	
	1.5
以下
	□

	
	
	
	
	
	
	□

	□
	ドア
交換
	
	
	
	1.5
以下
	□

	
	
	
	
	
	
	□


※熱貫流率Ｕを製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

【記入例】
	該当
	工事の
種別
	窓等の数
	仕様
（建具とガラス又は枠と戸の種類）
又は製品名
	熱貫流率Ｕ※
（W/㎡･K）
	基準値
	職員確認欄

	☑
	外窓
交換
	１
	【建具】アルミ樹脂複合
【ガラス】3＋A16＋Low-E3
	1.34
	1.5
以下
	□

	
	
	１
	〇〇〇断熱窓（製品名）
	1.34
	
	□

	☑
	内窓
設置
	１
	【建具】樹脂製
【ガラス】複層ガラス
	1.34
	1.5
以下
	□

	
	
	１
	内窓〇〇〇〇（製品名）
	1.34
	
	□

	☑
	ドア
交換
	１
	【枠】金属製熱遮断構造
【戸】金属製高断熱フラッシュ構造
	1.45
	1.5
以下
	□

	
	
	１
	〇〇断熱ドア（製品名）
	1.45
	
	□




断熱リフォーム工事チェックリスト（断熱材）
（別表１）１－３に該当する屋根、天井、床等の断熱改修工事
	該当
	改修
部位
	断熱材の種類
又は製品名
	厚さ
(mm)
	熱伝導率※
(W/m･K)
	熱抵抗値Ｒ
（㎡･K/W）
	基準値
	職員確認欄

	□
	屋根
	

	
	
	
	6.6
以上
	□

	□
	天井
	

	
	
	
	5.7
以上
	□

	□
	外壁
	

	
	
	
	3.3
以上
	□

	□
	床
	

	
	
	
	3.3
以上
	□

	□
	基礎
	

	
	
	
	3.5
以上
	□


※熱伝導率を製品カタログ又は参考資料で確認し、該当箇所にマーカーを引く等示したうえで添付してください。

熱抵抗値Ｒ（㎡・Ｋ/Ｗ）＝材料厚さ（ｍｍ）÷熱伝導率（Ｗ/ｍ・Ｋ）÷１０００



【記入例】
	該当
	改修
部位
	断熱材の種類
又は製品名
	厚さ
(mm)
	熱伝導率※
(W/m･K)
	熱抵抗値Ｒ
（㎡･K/W）
	基準値
	職員確認欄

	□
	屋根
	

	
	
	
	6.6
以上
	□

	☑
	天井
	高性能グラスウール16K
	160
	0.026
	6.15
	5.7
以上
	□

	☑
	外壁
	高性能グラスウール16K
	90
	0.026
	3.46
	3.3
以上
	□

	☑
	床
	押出法ポリスチレンフォーム３種ｂＡ
	100
	0.028
	3.57
	3.3
以上
	□

	□
	基礎
	

	
	
	
	3.5
以上
	□






対象工事一覧表兼点数算出表

	別表２　バリアフリー化（１）


	番号
	工事内容
	基準点
(a)
	数量
(b)
	点数
(a×b)

	2-1
	住宅内の廊下又は出入口の幅を拡張する工事
（１㎡未満切捨て）
	10点
	㎡
	点

	2-2
	勾配の緩い階段に交換又は改良する工事
	10点
	箇所
	点

	2-3
	浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

	
	(1) 浴室の床面積を増加させる工事
（１㎡未満切捨て）
	10点
	㎡
	点

	
	(2) 浴槽のまたぎ高さを低くする工事
	10点
	箇所
	点

	
	(3) 固定式の移乗台、踏み台その他の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
	2点
	箇所
	点

	
	(4) 身体の洗浄を容易にする水洗器具を設置し、又は同器具に取り替える工事
	3点
	箇所
	点

	2-4
	便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

	
	(1) 便所の床面積を増加させる工事
（１㎡未満切捨て）
	10点
	㎡
	点

	
	(2) 便器を座便式のものに取り替える工事

	10点
	箇所
	点

	
	(3) 座便式の便器の座高を高くする工事
（概ね２㎝以上）
	10点
	箇所
	点

	2-5
	居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
（1ｍ未満切捨て）

	
	(1) 長さが100cm以上の手すりを取り付けるもの
	2点
	ｍ
	点

	
	(2) 長さが100cm未満の手すりを取り付けるもの
	2点
	箇所
	点



	小　計
	点





対象工事一覧表兼点数算出表

	別表２　バリアフリー化（２）


	番号
	工事内容
	基準点
(a)
	数量
(b)
	点数
(a×b)

	2-6
	居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
（勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む、1㎡未満切捨て）

	
	(1) 勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口の段差解消又は段差を小さくするもの
	10点
	㎡
	点

	
	(2) (1)以外の部分の段差を解消するもの
（面積基準）
	5点
	㎡
	点

	
	(3) (1)以外の部分の段差を解消するもの
（箇所基準）
	2点
	箇所
	点

	2-7
	住宅の出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

	
	(1) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
	5点
	箇所
	点

	
	(2) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える
工事
	1点
	箇所
	点

	
	(3) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

	
	ア　戸に開閉のための動力装置を設置するもの
	10点
	箇所
	点

	
	イ　戸を吊戸方式に変更するもの
	5点
	箇所
	点

	
	ウ　ア及びイ以外のもの
	2点
	箇所
	点

	2-8
	居室、便所、浴室、脱衣所若しくは玄関又はこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
（1㎡未満切捨て）
	1点
	㎡
	点

	2-9
	エレベーターや階段用昇降装置を設置する工事
	10点
	箇所
	点



	小　計
	点



対象工事一覧表兼点数算出表

	別表３　克雪化（住宅の既存部分のみ該当）


	番号
	工事内容
	基準点
(a)
	数量
(b)
	点数
(a×b)

	3-1
	住宅の屋根の雪下ろし作業の安全性を確保する工事であって、次のいずれかに該当するもの

	
	(1) 雪下ろし作業用命綱（安全帯）を固定するための金具を取り付ける工事
	2.5点
	箇所
	点

	
	(2) 雪止めを設置し、又は取り替える工事
（累計 5ｍ未満は5点 、 5ｍ以上は10点 ）
※ 完了報告時、設置済雪止めにメジャーを添えた写真を添付
	ｍ
	点

	
	(3) 固定式ハシゴを設置し、又は取り替える工事
	5点
	階分
	点

	3-2
	住宅の屋根の雪を落ちやすくするため屋根を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの

	
	(1) 屋根の勾配を大きくする工事

	10点
	箇所
	点

	
	(2) 雪が滑りやすい屋根材に改良する工事

	10点
	箇所
	点

	
	(3) 屋根に雪割板を設置する工事
	10点
	箇所
	点

	3-3
	住宅又は住宅の敷地内に融雪設備を設置する工事
	10点
	箇所
	点



	小　計
	点






対象工事一覧表兼点数算出表

	別表４　県産木材使用


	工事内容
	基準点
(a)
	数量
(b)
	点数
(a×b×10※)

	住宅に県産木材を使用した工事
	2.5点
(0.1㎥につき)
	㎥
	点



· 県産木材使用については、0.1㎥につき2.5点であるため、0.1㎥につき10を掛けて点数計算
（0.1㎥未満は切り捨て）

	小　計
	点



様式第１号（第２条関係）

対象工事一覧表兼点数算出表

	別表５　その他対象工事（１）
（○：可、　▲：工事内容により可、　×：不可）

	
	工事内容
	チェック欄
	適否
	備考

	5-1
	住宅の増築
※増築部分のみで独立した住宅の機能（風呂、トイレ、台所及び居室）を
有する場合は補助対象外
	
	▲
	確認申請の必要なものは申請前に確認済証を取得のこと。


	5-2
	住宅と別棟の車庫､カーポート､住宅用物置の設置工事
	
	▲
	確認申請の必要なものは申請前に確認済証を取得のこと。

	5-3
	併用住宅の居住に係る部分の改修･増築
	
	▲
	確認申請の必要なものは申請前に確認済証を取得のこと。

	5-4
	併用住宅の屋根・外装部分で住宅部分と不可分の工事
	
	▲
	

	5-5
	部分的な基礎､土台の補修工事
	
	○
	

	5-6
	屋根､壁､軒天の塗装･防水･補修工事
	
	○
	コーキング改修含む。

	5-7
	屋根､壁の断熱化工事
	
	○
	断熱材､遮熱材の設置､遮熱性塗装。

	5-8
	屋根雪止め（雪庇防止フェンス）設置
	
	○
	

	5-9
	雨どいの取り替え・設置工事
	
	○
	

	5-10
	床フローリング､壁･天井クロスの張替え工事
	
	○
	塗り替え・塗装も含む。

	5-11
	畳の取り替え（表替え含む）
	
	○
	

	5-12
	ドア､ふすま､障子等､建具の交換
	
	○
	

	5-13
	窓ガラス､網戸の交換
	
	○
	

	5-14
	間取りの変更や補強に伴う壁などの造作
	
	○
	

	5-15
	カウンター､棚､収納の造作、システム収納の設置
	
	○
	

	5-16
	床､扉のバリアフリー化､手すりの設置
	
	○
	段差解消､車イスの利用に適した造りへの改修。フットライトの設置､開閉しやすい窓､戸の引き戸､建具への取り替え工事。

	5-17
	屋根又はロードヒーティングなどの融雪工事
	
	○
	


	5-18
	浴室､ユニットバス､トイレ､洗面の改修･設置
	
	○
	

	5-19
	ガス･給排水管工事
	
	○
	井戸の工事､井戸ポンプの取り付け工事含む。

	5-20
	下水道等排水設備工事
	
	○
	

	5-21
	合併浄化槽本体以外の設備工事
	
	○
	



対象工事一覧表兼点数算出表

	別表５　その他対象工事（２）
（○：可、　▲：工事内容により可、　×：不可）

	
	工事内容
	チェック欄
	適否
	備考

	5-22
	システムキッチンの設置
	
	○
	ビルトイン食洗機､ビルトインコンロ等の組み込み型機器交換も可。

	5-23
	換気扇､換気空清機ロスナイの設置
	
	○
	

	5-24
	エアコンの設置工事
	
	○
	

	5-25
	暖房設備（ＦＦ､蓄熱暖房機､床暖房）の設置
	
	○
	機器固定のものに限る

	5-26
	ＩＨ機器の設置工事
	
	○
	２００Ｖの引き込み線改修工事を含むものに限る。

	5-27
	ガス給湯器､電気給湯器､灯油ボイラーの設置
	
	○
	

	5-28
	火災警報機の設置
	
	○
	電池式も可。

	5-29
	防犯装置（防犯カメラ､防犯用ライト等）
	
	○
	住宅に固定するものに限る。

	5-30
	照明機器、インターホン（モニター付き含む）、スイッチ､コンセント､配線の設置等の電気工事
	
	○
	

	5-31
	外構部分のアスファルト･コンクリート舗装
	
	○
	

	5-32
	この表に掲示のない工事
	
	▲
	個別審査により決定。

	
	住宅の取壊し（全部）
	
	×
	

	
	農作業小屋の改修・増築等
	
	×
	

	
	植栽・造園工事
	
	×
	

	
	ウッドデッキ､パーゴラの設置
	
	×
	

	
	室内カーテンの取り替え
	
	×
	

	
	電気製品の購入
	
	×
	

	
	電話､ＬＡＮ､ＴＶ等の配線工事
	
	×
	

	
	地デジ、ＣＳ等のアンテナ取付工事
	
	×
	

	
	壁､天井埋め込みスピーカー､プロジェクター設置工事
	
	×
	

	
	シロアリ駆除･防止等の床処理
	
	×
	

	
	雪囲い工事
	
	×
	

	
	門･塀の工事
	
	×
	

	
	太陽光発電設備の設置及び改修
	
	×
	

	
	蓄電池設備の設置及び改修
	
	×
	


様式第１号（第２条関係）

令和　　年　　月　　日

上山市長　山　本　幸　靖　様

申請者　　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

令和８年度上山市住宅リフォーム等支援事業費補助金交付変更（取下げ）申請書

　令和　　年　　月　　日付け指令建第　　　号で交付決定の通知があった令和８年度上山市住宅リフォーム等支援事業費補助金を変更（取下げ）したいので、関係書類を添えて下記の通り申請します。

記

	変更内容
	□ 工事費の変更（ □ 増額　□ 減額 ）
□ 交付申請の取り下げ
□ その他（　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　）

	上記の理由
	□ 工事に追加があった
（詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ 工事を取りやめた（ □ 一部　□ 全部 ）
（詳細：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ その他（　　　　　　　　　　  　　　　　　 　　　　　　　　　）

	
	変 更 後
	変 更 前

	総工事費
	円　
	円　

	うち対象工事費
	円　
	円　

	補助金額
	円　
	円　

	補 助 率
	％　
	％　



添付書類
（１）	 変更見積書（請負代金額と一致する最終見積書：施工者押印のこと）
（２）	　変更部分に係る図面の写し（変更部分朱書き）
（３）	　変更部分の着工前カラー写真
（４）	　対象工事一覧表兼点数算出表（様式第１号）
様式第６号（第８条第１項関係）
（５）	　その他市長が必要と認める書類

　　　　　令和　　年　　月　　日

上山市長　山　本　幸　靖　様

申請者　住　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　　名　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

令和８年度上山市住宅リフォーム等工事完了報告書

[bookmark: _Hlk161243878]　令和　　年　　月　　日付け指令建第　　　号で交付決定の通知があった令和８年度上山市住宅リフォーム等工事が完了したので、関係書類を添えて報告いたします。

記

	施工場所
	上山市

	工事期間
	工事開始
	令和　　　　年　　　　月　　　　日

	
	工事完了
	令和　　　　年　　　　月　　　　日

	総工事費
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	うち対象工事費
	□ 総工事費と同額　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　円）

	交付決定済額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円




添付書類
（１）　工事に係る工事請負契約書の写し
（２）　工事に要した費用に係る領収書の写し
（３）　工事中及び工事完了後のカラー写真（施工部分すべて）
　　　※外部足場等仮設物については、必ず写真を添付すること
　　　※手すり、雪止め等は寸法のわかる写真を添付すること
　　　※別表１の１－２、１－３に関する断熱工事の場合は性能を証明する書類を添付すること
（４）　転居後の住民票（住民票の異動があった場合）
（５）　建築基準法に規定する検査済証の写し（建築確認申請を要しないものは不要）
（６）　その他市長が必要と認める書類
様式第８号（第９条関係）




令和８年度上山市住宅リフォーム等支援事業費補助金請求書

　　　　　令和　　年　　月　　日
上山市長　山　本　幸　靖　様
申請者　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　㊞


　令和　　年　　月　　日付け指令建第　　　号で交付決定の通知があった令和８年度上山市住宅リフォーム等支援事業費補助金について、下記のとおり請求します。


記

１　補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　円

２　補助金請求額　　　　　　　　　　　　　　　　円


